
 

 

※バナー広告：「もっぺん」サイト上に画像等を貼り付けて，広告主のサイト（ホームページ）等に閲

覧者を誘導する広告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴店舗サイトの「検索エンジン対策」の一助としても，ぜひご検討ください！ 

 

その他，詳細は裏面，別紙の利用規約をご覧ください。 

 

 

TEL：075-647-3444  FAX：075-641-2971 

E-mail：info@moppen-kyoto.com 

「もっぺん」バナー広告募集！ 

 毎月１日掲載開始 

★画像バナー掲載 月２,000 円※２～４ 

 （当会議 会員 月１,000 円） 

★1 ヶ月に約 1 万５千回表示！※５ 

広告 

広告 

広告 

全ページの右枠に，広告が出せます！ 

（トップページは，ページの下部） 

 最大 1２件（先着順）※１ 

・
・
・ 

※１ 掲載中のバナー広告のサイズによっては，掲載 

可能枠が多少増やせる場合がございます。 

※２ 画像バナーはご用意ください（画像の大きさ： 

横１７０ ピクセル × 縦70 ピクセル)。 

※３ テキストバナーも可能です（下欄参照）。 

※４ 画像，テキストバナーのいずれも最低 3ヶ月の

掲載が必要です。 

※５ 平成 2５年度下半期のページビュー数から 

テキストバナーも可能です！ 

 

★ 標準タイプ：店舗名＋全角 12 文字以上 24 文字以下の広告文の掲載 

   掲載料金 月２,000 円 （当会議 会員 月１,000 円） 

★ 短文タイプ：店舗名＋全角 11 文字以下の広告文の掲載 

   掲載料金 月１,000 円 （当会議 会員 月５00 円） 

 
 

お申込み・お問い合わせは「京都市ごみ減量推進会議 事務局」へ！ 

 

※木曜日，日曜日，祝日は休みです。 

画像は使わない，文字だけによる広告です。画像を作成する必要がありません。 

※ 画像バナー，テキストバナーのいずれにおいても，１つのバナーからのリンク先は１つです。 

※ 「もっぺん」サイト内の貴店舗の紹介ページにリンク先を指定していただくことも可能です。 



バナー広告について 

●申込方法 

 別紙１の「バナー広告申込書」を FAX にて，京都市ごみ減量推進会議 事務局までお送

りください。（FAX：075－641－2971） 

※お申し込みにあたっては，別紙２の利用規約をご確認ください。 

 

●画像バナー（掲載料金 一般：月 2,000 円 ／ 当会議 会員：月 1,000 円） 

 「もっぺん」サイトに画像を掲載し，画像をクリックすることで，ご指定のサイトに誘

導することができます。下記の条件にあう画像をご用意いただく必要があります。 

 

【画像バナーの条件】  

 （１）画像の大きさ：横 1７0 ピクセル × 縦 70 ピクセル 

  （２）ファイル形式：GIF または JPEG 

  （３）画像の容量：５0kb 未満 

 

●テキストバナー 

 画像を使わず，文章のみによる広告を「もっぺん」サイトに掲載し，文章をクリックす

ることで，ご指定のサイトに誘導することができます。広告文の長さにより，２つのタ

イプがございます。広告文はご用意ください。 

 

（１）標準タイプ（掲載料金 一般：月 2,000 円 ／ 当会議 会員：月 1,000 円） 

店舗名と全角 12 文字以上 22 文字以下（半角 23 文字以上 44 文字以下）の広告文

の掲載 

  

（２）短文タイプ（掲載料金 一般：月 1,000 円 ／ 当会議 会員：月 500 円） 

  店舗名と最大で全角 11 文字（半角 22 文字）の広告文掲載 

 

●広告データの入稿 

 電子メール（info@moppen-kyoto.com）にて，「画像バナー」の電子ファイル，また

は，テキストバナー用の「広告文」を，リンク先と共にお送りください。掲載開始日の

1 週間前までの入稿が必要です。 

 

京都市ごみ減量推進会議 会員 入会方法のご案内 

 別紙３の申込書を京都市ごみ減量推進会議 事務局までご提出ください。会員の皆様には，

月 1 回，京都市ごみ減量推進会議の取組や京都市の取組の案内，当会員の会員からの案内

などを発送しております。なお，会員の皆様には会費の納入をお願いしております。 

◎年間会費 ２口以上（１口１千円） 

 ただし，市民（市民団体，消費者団体，環境団体等），地域ごみ減量推進会議は１口以上 


